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問
題
の
所
在

イ

ン
ド
の
初
期
大
乗
仏
教
経
典

に
は
、
そ
れ
以
前

の
部
派
仏
教

の
思
想
と
大

い
に
異
な
る
点
と
し

て
、
釈
尊

の
よ
う
な
特
殊
な
菩
薩

の
成
仏

だ
け

で
は
な
く
、
広
く
衆
生

の
成
仏
が
説
か
れ
る
よ
う

に
な

る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
阿
弥
陀
仏

や

『法
華
経
』

の
久
遠

の
釈
尊

の
よ
う
な
絶
大

な
救
済
力
を
も

っ
た
仏

の
存
在
も
説

か
れ
る
よ
う

に
な
る
。
ま
た
、
中
期
大
乗
経
典

の

『浬
葉
経
』

に
は
、
衆
生

の
成
仏

の
根
拠
と
し
て

「
仏

性
」

が
説
か
れ
た
。
迷
え

る
衆
生

が
尊
極

の
存
在

で
あ
る
仏

に
成
る
と

い
う

こ
と

は
、
信

じ
が
た
く
、
ま
た
容
易
な

こ
と

で
は
な

い
と
思
わ
れ

た

で
あ

ろ
う
か
ら
、
衆
生

の
救
済
を
め
ぐ

つ
て
さ
ま
ざ

ま
な
大
乗

の
仏
教
思
想

が
展
開
し
た
。
そ
の
よ
う
な
思
想
を
救
済
論
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、

中
国
仏
教

に
お
け
る
救
済
論

の

一
つ
の
表
わ
れ
が
感
応
思
想

で
あ

っ
た
と
言
え

る
と
思
う

。
そ
し
て
、
こ

の
感
応
思
想
と

の
関
連

で
確
立
し
た

(
1
)

「
機
」

は
中
国
仏
教
独
自

の
概
念
と
し

て
、
救
済
論

の
な
か

で
重
要
な
役
割

を
担

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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さ
て
、
結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
と
、
中
国
仏
教

に
お

い
て
成
立
し
た
仏
教
用
語
と
し

て
の

「機

」
は
、
仏

・
菩
薩

の
応
現

・
教
化
を
発
動

さ
せ
、
か

つ
そ
れ
を
受
け
止
め
る
衆
生

の
側

の
構
え

、
あ
り
方

の
意

で
あ

る
。
こ

の

「
機
」

の
概
念
規
定

は
、
道
生

(三
五
五
?
1
四
三
四
)
の

「
機
」

の
用
法

か
ら
導

か
れ
る
結
論

で
あ
る
が
、

こ
の

「機
」

が
仏
教
用
語
と
し

て
定
着

し
、

一
般
的
に
は
、
衆
生

の
宗
教
的
あ
り
方
、
宗
教

的
能
力
を
意
味
す

る
よ
う

に
な

っ
て
い

っ
た
。
こ

の
よ
う

な

「
機
」

の
仏
教
的
用
法

の
背

景
と

し
て
は
、

『周
易
』
繋
辞
伝
下
、

「幾
者
、
動
之

微

、
吉
先
見
者
也
。
君
子
見
幾
而
作

、
不
侯
終
日
」

(「機
」
は

「幾
」
に
通
じ
る
)
に
お
け
る
事

の
動
き

の
微

か
な
も

の
、
兆
し
と

い
う
意
味
や
、

『荘
子
』

大
宗
師

、
天
運
、
秋
水

の
各
篇

に
見
ら
れ

る

「
天
機
」

(天
の
か
ら
く
り
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
本
来
的
な
働
き
)

の

「
機
」

の
意
味

、
す

な
わ
ち
、
か
ら
く
り
、
働
き
と

い
う
意
味
な
ど
が
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
仏
教
的
用
法
が
正
確

に
何
時

の
時
点

で
成
立

し
た

の
か
は
知

(2

)

り
難

い
が
、
遅
く
と
も
道
生

に
お

い
て
は
明
確
に
確
立
し

て
お
り
、
中
国
仏
教
史

に
お

い
て
最
も
初
期

の
用
例
を
提
供
し

て
い
る
。

仏
教

に
お
け
る

「機
」

の
概
念
と

い
え
ば
、
智

頻

・
灌
頂

の

『法
華
玄
義
』
、
吉
蔵

『大
乗
玄
論
』
巻
第

五

「
教
　
義
」

・
「
二
、
感
応

門
」
、

(
3

)

慧
均

『大
乗

四
論
玄
義

記
』
巻
第
六

「
感
応
義
」
な

ど
が
有
名

で
あ
る
が
、
本
稿

で
は
、
「
機
」

の
概
念

の
成
立
す

る
最
も
早

い
時
期

の
代
表

(
4
)

例
と

し
て
、
道
生

の

『妙
法
蓮
花
経
疏
』
を
取
り
あ
げ
、
道
生

に
お
け
る
機

の
用
法
と
そ

の
思
想
的
意
味

に

つ
い
て
考
察
す
る
。
さ
ら

に
、
道

(
5
)

生

の
確
立

し
た
機
と
感

応
思
想
が

、
道

生

の
次

の
世
代

に
継
承

さ
れ

て

い

っ
た
実
例
と

し

て
、
僧
亮

(生
没
年
未
詳
)
を
取

り
あ
げ

、
彼

の

『浬
葉
経
』

の
注
を
収
録
す
る

『大
般
浬
葉
経
集
解
』
を
資
料
と

し
て
、
僧
亮

の
感
応
思
想
を
考
察
す

る
。

二

道
生

『妙
法
蓮
花
経
疏
』
に
お
け
る

「機
」
の
用
法

道

生

に

お

い
て
は

、

「機
」

は
衆

生

の
宗

教

的
あ

り
方

と

し

て

の
意

味

が
確

立

し

て

い
る

の
で
、

『妙

法

蓮
花

経

疏
』

に

「
蒼

生
機

」

(序
品
注
、

N
N
b。切
N
G。
.恥

ω
OO
α
O
)
、

「物

機

」

(序
品
注
、
ω
り
謡
。。
)

の
よ

う

に

、

「
蒼

生

」

「物

」

と

い
う

衆

生

を

意

味

す

る
限

定

語

を

付

す

用

例

も

あ

る

が
、

「機

」

の

一
語

で
衆

生

を
指

し

示

し
、

聖

人

11
仏

と
対

比

的

に

用

い
る
用
例

も

見

ら

れ

る
。

た
と
え

ば
、
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(舎
利
弗
が
釈
尊
に
説
法
を
)
三

回

お
願

い
す

る
理

由

は
、

聖

人

が

そ
う

す

る
こ
と

を
願

う

か

ら

で
は
な

く

、

(舎
利
弗

の
)
機

が

そ
う

す

る

こ

と
を

必

要

と
す

る

か
ら

だ

け

で
あ

る
。

所

以

三
請

者

、
非

聖

欲

然

、
機

須

爾

耳

。

(方
便
品
注
、
お
O巴
ω
虐

)

と
あ

り

、

ま

た
、

(未
来

に
成
仏

し
た
と
き
)
国

土

に
優

劣

が

あ

り

、

寿

命

に
長

短

が

あ

る

理
由

は

、

聖

人

が

そ
う

す

る

こ
と

を

願

っ
て

い
る

の

で
は

な

い
。

機

が

こ
れ

を
見

る
必

要

が

あ

る

の
で
、

そ

の

(国
土
や
寿
命
が
)
さ
ま

ざ

ま

で
あ

る
こ
と

を
示

す

の

で
あ

る
。

所

以
国

有

優
劣

寿

有

修

短
者

、
聖

量

然
耶

。
機

須

見

之

、
故

示

其

参
差

。

(授
記
品
注
、
お
o涯

も

と

あ

る

。

さ

ら

に
、

「
機

」

を

さ

ま

ざ

ま

に
形

容

し

て
、

衆

生

の
機

の
特

殊

な

あ

り
方

を

示

す

場

合

が
あ

る

。

用

例

の

み
を

列

挙

す

る
と

、

「
神

機

」

(序
品
注
、
。。り
。。
。ω
。
信
解
品
注
、
お
ω
臼
)
、

「拍

一
之

機

」

(讐
喩
品
注
、
お
N三

。。
)
、

「
昔

化

之
機

」

(讐
喩
品
注
、
合
ω
げ
O
)
、

「含

大

之

機

」

(信
解
品
注
、

お
害

一
α
-一
①
、
お
害

一刈
)
、

「
冥

…機
」

(信
解
品
注
、
昏
O
舎
α
)
、

「懐

大

之

…機
」

(信
解
品
注
、
お
α
巴
N
山
ω
)
、

「道

…機
」

(観
世
音
品
注
、
自
b。
冨
)
、

「
悟

…機
」

(同
前
、
自
N区
)
な

ど

の
用

例

が
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、
道

生

に
お

い
て
は

、

「機

」

の
仏
教

的

用
法

が
明

ら

か

に
確
立

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

三

道
生
の

「機
」
の
重
視
の
理
由

さ
て
、
道
生

に
お
け

る

「機
」

の
着
目
、
重
視

の
理
由

に
は

二

つ
の
事
が
ら
考
え
ら
れ
る
。
第

一
に
は
教
判
思
想

に
お
け
る

「機
」

の
役
割

の
認
識

で
あ
り
、
第

二
に
は
聖
人
と
凡
夫

の
感
応

に
お
け

る

「機
」

の
役
割

の
認
識

で
あ
る
。

前
者

に

つ
い
て
、
道
生
は

『妙
法
蓮
花
経
疏
』

の
冒
頭

に
お

い
て
、
彼

の

一
種

の
教
判
思
想

で
あ

る
四
種
法
輪

(善
浄
法
輪

・
方
便
法
輪

・
真

実
法
輪

・
無
余
法
輪
)
を
述

べ
る
に
先
だ

っ
て
、
教
判

に
関
す

る
基
本
的
見
解

に

つ
い
て
、
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(仏
が
)
さ
ま
ざ
ま
な
経
、

い
ろ

い
ろ
な
教
え
を
説
く
理
由

は
、

(教
え
の
表
す
)
理
が
そ
う
す

る
こ
と
を
願

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
ま
こ

と

に
衆
生

の
機
が

(仏
を
)
動

か
す

こ
と
が
さ
ま
ざ

ま
で
、
悟
り
を
開
く

こ
と
が

い
ろ

い
ろ
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ

こ
で
、
偉
大

な
聖
人

[仏
]
は
さ
ま
ざ
ま
に
分

か
れ
た
流

れ
を
示
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
を
説
き
明
か
す

の
で
あ

る
。

所

以
殊
経

異
唱
者

、
理
堂
然
乎

。
建
由
蒼
生
機
感
不

一
啓
悟

万
端

。
是
以
大
聖
示
有
分
流
之
疏
、
顕
以
参

差
之
教
。

(序
品
注
、
ω
oo
臼
甲

一
G。
)

と
述

べ
て

い
る
。

つ
ま
り
、
仏

の
経
教

の
多
様
な
展
開

の
理
由
を
、
衆
生

の
側

の

「
機
」

の
成
熟
段
階

の
相
違
性

に
求

め
て

い
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
と
類
似

の
思
想
に
、

「種
種
因
縁
」
と
は
、
衆
生

の
心

の
機
が
さ
ま
ざ
ま

で
、
悟
り
方

が

い
ろ

い
ろ
あ
り
、
あ
る
場
合

は
布
施

や
戒

に
基
づ
き
、
あ
る
場
合

は

神

通
に
基
づ
く

こ
と
を
明
か
す

の
で
、
「種
種
」
と
言
う
。

種
種
因
縁
、
明
衆
生
神
…機
不

一
、
取
悟

万
殊
、
或
因
施
戒
、
或
縁
神
変
、
故
言
種
種

。
(序
品
注
、
ω
り。。
。ωさ

と
あ

る
。

「神
機
」
は
霊
妙
な
働
き
と

い
う

意
味

で
は
、
す

で
に

『准
南

子
』
斉
俗
訓

に

「神
機
陰
閉
、
削
圃
無
　

、
人
巧
之
妙
也
」

と
あ

る

が
、
こ
こ
で
は

「神
」
を
心

の
意
と
解
釈

し
た
。
ま
た
、

そ
も

そ
も
聖
人
が
灯
火

を
ぶ
ら
下
げ
、
巧

み
な
手
段

に
よ

っ
て
導

く
仕
方

に
は
、
決
ま

っ
た
方
法
が
な

い
。
不
可
思
議
な
こ
と

に
仮
託
す

る
場
合
も
あ
り
、
(仏

・
菩
薩
の
)
名
号
に

こ
と

よ
せ

る
場
合
も
あ
る
。
ま

こ
と

に
機

に
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
取
捨
す

る

こ
と
が
異
な
る
か
ら

で
あ

る
。

夫

聖
人
懸
燭
、
権
引
無
方
。
或
託
神
奇

、
或
寄
名
号
。
良
由
機
有
参
差
取
捨
不
同
耳
。
(観
世
音
品
注
、
凸
b。
巴
切
ま

)

と
あ

る
。

こ
れ
ら

の
用

例
は
、
仏

の
経
教

に

つ
い
て

で
は
な

い
が
、
広
く
仏

・
菩
薩

の
衆
生

に
対
す

る
化
導

の
多

様
な

あ
り
方

の
根

拠
を
、

「機
」

の
多
様
性
に
求

め
て
い
る
の
で
あ

る
。

次

に
、
後
者

の
、
聖
人
と
凡
夫

の
感
応

に
お
け

る

「機
」

の
役
割

に

つ
い
て
考
察
す
る
。
実
は
、
前
述
し
た
教
判
思
想

に
お
け
る

「
機
」

の
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用
法
も
、
衆
生

の

「
機
」

の
多
様
性

に
対
し

て
、
聖
人

が
多
様
な
教
法
を
も

っ
て
応

じ
る
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
広

い
意
味

で
の
聖
人
と
凡
夫

の

感
応

の

一
様
態

で
あ
る
と
言
え
よ
う

。

と

こ
ろ
で
、
感
応
思
想
は
中
国
伝
統

の
思
想

で
あ
り
、

『周
易
』
乾
卦

・
文
言
伝

に

「
同
声
相
応

、
同
気
相
求
」

と
あ
り
、
成
卦

・
家
伝

に

「
成
感
也
。
柔
上
而
剛

下
。

二
気
感
応

以
相
与
」
な
ど
と
あ

る
よ
う

に
、

こ

の
世
界
は
同
類

の
相
対
的

二
者

(た
と
え
ば
陰
と
陽
)
が
互

い
に
他

を
求

め

て
働
き

か
け
、
そ
れ

に
対
し

て
互

い
に
反
応

す
る
と

い
う
交
流
関
係

を
保
持

し
て

い
る
と
す
る
思
想

で
あ

る
。
ま
た
、

『荘

子
』
刻
意

篇
に
は

「
聖
人
之
生
也
天
行
、
其

死
也
物
化
、
…
…
感
而
後
応
、
迫
而
後
動
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
無
為
自

然

の
境
地
に
安
住
す
る
聖
人

の
行
為

(
6

)

の
あ

り
方

に
お
け
る
受
動
的
性
格
を
指
摘
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
相
対
的

二
者

の
交
流
と

い
う
世
界
観
と
し

て
の
感
応
思
想
と
、
聖
人

の
万
物

に
対
す
る
応
化
と
を
関
連

さ
せ
て
考
え

る
と
き
、
仏
教

の
救
済

思
想
と
し

て
の
聖
人
と
凡
夫

の
感
応
思
想
が
浮

か
び
上
が

っ
て
く

る
よ

う

に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、

『周
易
』

の
感
応
思
想

の
仏
教
的
受
容

に
は
二

つ
の
形
態
が
あ
る
。
第

一
に
は
盧
山
慧
遠

(ω
ω
ら-凸
O
)
に
典
型
的

(
7
)

(
8
)

に
見

ら
れ

る
因
果
報
応
思
想
と
し

て
の
受
容

で
あ
り
、
第

二
に
は
本
稿

で
考
察
す

る
聖
人
と
凡
夫

の
感
応
思
想

で
あ
る
。

『周
易
』
と

『荘
子
』

に
話

し
を
戻
す
と

、

『周
易
』

の
感
応

の
場
合
は
、
感

と
応

の
動
作
主
体

は
互

い
に
転
換
可
能

で
あ

る
。

『荘
子
』

の

場
合

は
、
感
と
応

の
動
作
主
体
は
と
も

に
聖
人

で
あ
り
、
聖
人

の
心
を
動

か
す
外
物

の
存
在
が
前
提
さ
れ

て
い
る
と
も
言
え

る
が
、
そ
れ
を
意

識
的

に
取
り
あ
げ
よ
う
と

い
う

意
識
は
稀
薄
な
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
道
生

に
典
型
的

に
見
ら
れ
る
仏
教

の
感
応
思
想

で
は
、
感

の

主
体

は
凡
夫

で
あ
り
、
応

の
主
体
は
聖
人

で
あ
る
と

い
う
明
確
な
区
別

の
あ

る
点

が
特
徴
的

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
す

で
に
、
支
遁
に
お

い
て

も

「
万
物
感
聖
、
聖
亦
寂
以
応
之
」

(『大
小
品
対
比
要
抄
序
』
、
日
ぎ
』

竃
9

蜜

q
曾
b。-ω
)
と
指
摘
さ
れ

て

い
る
。
道
生
も
そ

の
点

同
様

で
あ
り

、

感

の
主
体
を
凡
夫

の

「機
」
と
し

て

い
る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
道
生

の

「
機
」

の
重
視

は
、
聖
人
と
凡
夫

の
感
応

に
お

い
て
、
感

の
主
体
を

明
確

化
す

る
こ
と
と
関
連
し

て
い
る
の
で
あ

る
。
序
品

の
冒
頭

の

コ

時
」

の
解
釈

に
お

い
て
、

「
時
」
と
は
、
衆
生

の
機
が
聖
人
を
動

か
せ
ば
、
聖
人

は
応
じ
る
こ
と
が

で
き
る
。
凡
夫
と
聖

人

の
道
が
交

わ
り
、
良

い
機
会

を
失
わ
な

い
こ
と
を
、
コ

時
」
と

い
う
。
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時
者

、

物
…機
感

聖

、

聖
能

垂

応

。
凡

聖
道

交

、

不
失

良
…機
、

謂

之

一
時

。

(序
品
注
、
。。㊤
謡
刈
色

と
あ

る
。

こ

こ

で
は
、

凡

夫

の
機

が
聖

人

を
感

じ

(発
動
さ
せ
)
、

そ

れ

に
対

し

て
、

聖

人

が
凡

夫

に
応

じ

る
と

い
う

図

式

が

明
瞭

に
示

さ

れ

て

(
9

)

い
る
。

「感
」

の
意
味
は
、
「
感
、
動
也
」

の
訓
詰

が
あ

る
よ
う

に
、
「感
応
」
と

い
う
場
合

は
、
動
か
す

の
意
味

で
あ
る
。

道
生

に
は
、
こ

の
凡
夫

の

「感
聖
」
を
よ
り
積
極
的

に
表

現
し
た
概
念
と
し

て

「釦
聖
」
が
あ
る
。
凡
夫
が
聖
人

の
応
化
を
発
動

さ
せ
る

こ

(
10

)

と

を

意

味

す

る

と

思

わ

れ

る
。

用

例

の
み
を

挙

げ

る
と

、

「
昔

化

之
機

拍

聖

、

聖

則

府

応

」

(讐
喩
品
注
、
ら
O
も。9
Φ
)
、

「宅

主

既

来

、

昔

縁

亦

発

、

機

以

抽

聖

、
仮

為

人

言

。

聖
応

遂

通

、

必

聞
之

契

」

(同
前
、
卜
O
ω
巴
刈
-一Q。
)
、

「含

大

之

機

拍
聖

、

為

見

父
」

(信
解
品
注
、
お
害

一㎝
ま

)
、

「物

有

悟

機

拍

聖

、

聖
有

遂

通

之

道
」

(観
世
音
品
注
、
自
ぎ
ま

)
と

あ

る

。
す

な

わ

ち

、

聖

人
と

凡

夫

の
感

応

に
お

い
て
、

聖
人

の
応

化

が
生

じ

る
た

め

に
は
、

凡

美

の
機

が
聖

人
を

拍

く

、

つ
ま

り
働

き

か

け

る

こ
と

が
必

須

の
前

提

と

さ

れ

る

の
で
あ

る
。

こ

の
こ
と

は
、

も

し

(衆
生
の
)
内

に

(仏
)
道

を

(受
け
る
べ
き
)
機

が
な

い
な
ら

ば

、

聖
人

は

(衆
生
に
)
応

じ

な

い
の

で
あ

る
。

荷
内

無

道
機

、

聖

則

不
応

実

。

(同
前
、
自
卜。び
b。
)

(
11
)

と

明

言

さ

れ

て

い
る
。

と

こ

ろ

で
、

こ

の

「拍

聖

」

の
概
念

は
後

代

に
も
影

響

を

与
え

た

よ
う

で
あ
り

、

類

似

の
表

現

も
含

め

て
、
次

の
よ
う

な

用
例

を
見

る

こ
と

が

で
き

る
。
劉

虹

『無

量

義

経

序
』

に

「叩

聖

之
感

」

(日
ロ
9

N
に
9

α
9

0
。。
巴
ら
)
と
あ

り

、

『大

般

浬
桀

経
集

解

』

の
法

瑠

注

に

「大

士

既
去

、

無

人
拍

発

、

是
故

動

地

、

以
表

浬
葉

、
速

其
勧

請

之
端

也

」

(日コ
]po
●
一、N①
G◎博
ω刈
・
qQ
⑩り
ob⑪bOlb◎ω
)
、

「
文
殊

申

述

、
拍

発
大

聖
也

」

(同
前
、
ミ
一鳥
。。)
、
僧

(
12
)

亮
注

に

「機
来
拍
仏
」

(同
前
、
お
り
巴
)
、
「機
来
拍
聖
」

(同
前
、
ホ
ト。
P
㊤)
、
智
秀
注
に

「
善
拍
法
身
、
法
身
垂
応
」

(同
前
、
ま
O
巴
O
)
な
ど
と
あ

る
。感

応
に
お
け

る
凡
夫

の
機

の
重
視

は
、
凡
夫
を
聖
人
か
ら

の

一
方
的
な
救
済

の
対
象

に
す
ぎ
な

い
も

の
と
は
考
え
ず
、
救
済

に
お
け
る
凡
夫

自

ら

の
働
き

に
着
目
し
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
、
凡
夫

が
救
済
さ
れ
る
こ
と
は
、

一
神
教
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
神

の
恩
寵

で
は
な
く
、
普
遍
的

な
道

理
に
基
づ
く
も

の
で
あ

る
こ
と
を
洞
察

し
た
も

の
で
あ

ろ
う

。
こ

の
こ
と
は
、

一
閑
提
を
も
差
別

せ
ず
、
仏
性

の
普
遍
性
を
主
張
し
た
道



(
13
)

生

の
思
想
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

四

道
生
に
お
け
る

「機
」
と

『法
華
経
』
の
思
想
と
の
関
係
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さ
て
、

こ
れ
ま
で
、

『法
華
経
』

の
思
想
内

容
と
切
り
離
し
て
、
道
生
に
お
け

る

「機
と
感
応
」

に

つ
い
て
考
察
し

て
き

た
が
、

『大
般
浬
葉

(14

)

(
15
)

経
集
解
』

に
お
け

る
二
六
四
箇
所

の
道
生
注
、

『注
維
摩
詰
経
』

に
お
け

る
六
〇
〇
余
箇
所

の
道
生
注

と
比
較

し

て
、

こ
の

「機
と
感
応
」

の

(16

)

思
想

は

『妙
法
蓮
花
経
疏
』

に
お

い
て
圧
倒
的

に
多
く
論
及
さ
れ
て

い
る
。

そ

の
理
由
と

し
て
は
、

『法
華
経
』
が
三
乗
↓

一
乗
と

い
う
基
本
的
構
図

に
よ

っ
て
、
釈
尊

の

一
生

の
化
導
、
と
く

に
声
聞

の
救
済

の
完
成

の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
と
く

に
、
讐
喩
品

の
三
車
火
宅

の
讐
喩

や
、
信
解
品

の
長
者
窮
子

の
讐
喩
に
お

い
て
は
、

凡
夫

の
機

の
発
現
、
成
熟
に
し
た
が

っ
て
、
聖
人

の
凡
夫

に
対
す
る
応
化
が
完
成
す

る
様
子

が
説
か
れ
て
お
り
、
道
生
も
ま
た
讐
喩
品

や
信
解

品

の
注

に
お

い
て
、

「機
と
感
応
」

の
思
想

に
言
及
す
る
こ
と
が
比
較
的
多

い
。
ま
た
、
観
世
音
品
は
、
観
世
音
菩
薩

の
衆
生
救
済
を
主

題
と

し
て
お
り
、
道
生
は

こ
の
品

の
注

で
も
、
注
目
す

べ
き

「機
と
感
応
」

の
思
想
を
説

い
て

い
る

の
で
あ

る
。

以
上
、
道
生
に
お
け

る

「機
」

の
仏
教
的
用
法

の
確
立
と
、
そ

の
思
想
的
意
義

(仏
の
経
教
、
応
化
の
多
様
姓
の
根
拠
を
示
す
こ
と
と
、
感
応
に
お

け
る
感
の
主
体
を
明
示
す
る
こ
と
)
を
考
察
し
、
あ
わ
せ

て
、
「機
と
感
応
」

の
思
想
が

『妙
法
蓮
花
経
疏
』

に
お

い
て
多
く

の
用
例
を
見

る
理
由

を
明
ら
か
に
し
た
。

五

『大
般
浬
藥
経
集
解
』
に
お
け
る
僧
亮
の
感
応
思
想
の
資
料

感
応
思
想
は
、
聖
人
と
凡
夫

と

の
関
係

に

つ
い
て
の
考
察
を
中
心
と
す

る
仏
教

の
救
済
論

で
あ
り
、
六
朝
か
ら
階
唐

に
か
け
て
し
だ

い
に
発
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(
17

)

展

し

て

い
く

。

筆

者

は

そ

の
思
想

形

成

の
過
程

を

考
察

す

る
必

要

性
を

感

じ

、
本

稿

に
お

い
て
は

、
感

応

思

想

の
初

期

の
段

階

に

つ

い
て
考

察

す

る

こ
と

に

し
た

。

そ

こ

で
、
前

節

ま

で
道

生

を

扱

い
、
本

節

に
お

い
て
、
道

生

に
続

い

て
、

や
は

り

五
世
紀

に
活

躍

し

た
僧

亮

を
取

り

あ

げ

る

こ
と

と
す

る
。

ま
ず

、
僧

亮

に
お

け

る
感

応

思
想

の
資
料

を

引

用

し

、

そ

の
思
想

内

容

に
対

し

て
、
簡

潔

な

論

評

を
加

え

る

。

そ

れ
を
踏

ま

え

て
、
次

節

に

お

い
て
、
僧

亮

の
感

応

思
想

の
特
徴

を

ま

と

め

る
。

1
.

(仏
が
衆
生

の
)
感

に
応

じ

る

こ
と

は
、

も

と

よ

り

仏

の
境

界

で
あ

る
。

声
を

あ

げ

て

(浬
葉

に
入
る
と
)
告
げ

な
け

れ

ば
、

衆

生

は
何

も

知

ら

な

い
の
で
あ

る
。

応

感

之
事

、

本
自

仏

境

。
不

以
声

告

、

物
莫

知

也

。

(弓
8

」
♂
P

ω
刈
・
ω。。
舎
G。ム
。
以
下
、

『大
般
浬
葉
経
集
解
』
か
ら

の
引
用
は
、
頁

・
段

・
行

の

み
を
記
す
)

こ

の
注

は
、

『南

本

浬
葉

経
』

序

品

の
は

じ
め

の

「
二
月

十

五

日
、

臨
浬

葉

時

、

以

仏

神

力

、

出

大
音

声

。

其

声

遍

満

、

乃
至

有

頂

。

…

…

大

覚

世

尊

、
将

欲

浬

葉

」

(円
ぎ

・
ω刈
9

這
.
O
O
α
9。
O
-竃
。
以
下
、

『南
本
浬
樂
経
』
か
ら
の
引
用
は
、
頁

・
段

・
行

の
み
を
記
す
。
な
お
、
経
文

の
引
用
は
、

文
意
を
取
り
や
す

い
よ
う
に
注

の
対
象

の
経
文

の
前
後
を
あ
わ
せ
て
引
用
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
注
の
直
接
の
対
象

の
経
文

の
部
分
に
傍
線
を
付

す
。
傍
線
を
付
し
て
い
な

い
場
合
は
、
引
用
文
全
体
が
注

の
対
象

の
経
文

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
)

に
対

す

る
も

の

で
あ

る

。
衆

生

が

仏

を
感

じ

(動

か
し
)
、

そ

れ

に
対

し

て
仏

が
衆

生

に
応

じ

る

こ
と

が
感

応

の
内

容

で
あ

る

が
、

衆

生
自

身

は
自

己

の

「感

」

の
内

容

に

つ

い
て
無

自

覚

で
あ

る

か
ら

、

感

応

は

仏

の
境

界

と

い
わ

れ

る
。

こ

の
こ
と

は
次

に
挙

げ

る
注

文

2
に
お

い
て
も
指

摘

さ

れ

る
。

ま

た

、

こ

こ

で
は

、

仏

の

「
応

」

の
具
体

的
内

容

は

、
仏

が
浬

葉

に
入

る

こ
と

で
あ

る
。

あ
と

2
.

(仏

の
)
応

ず

る
　

は
、

諸

仏

の
境

界

で
あ

る
。
衆

生

に
応

じ

て
滅

す

る

の

で
あ

っ
て
、

滅
す

る

こ
と

は

私

(仏
)

に
属
す

る

こ
と

で
は
な

い
。

あ

た

か
も
身

体

が
移
動

す

れ
ば

、
影

も

去

る

よ
う

な
も

の
で
あ

る
。

ど
う

し

て

(仏
が
永
遠
に
こ
の
世
に
住
す
る
こ
と
を
)
お

願

い
で
き

よ
う

か

。
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応
　
是
諸
仏
境
界
也
。
応
物
而
滅
、
滅
不
在
我
。
猶
形
遷
而
影
謝
。
量
可
請
耶
。

(ωO
ら
りbO
Q◎IN
㊤)

こ

の
注
は
、
純
陀
品

の

「汝
今
純
陀
。
莫
大
愁
苦
。
応
当
歓
喜

深
自
慶
幸
、
得
値
最
後
供
養
如
来
、
成
就
具
足
波
羅
蜜
。
不
応
請
仏
久
住
於

世
。
汝
今
当
観
諸
仏
境

界
悉
皆
無
常
。
諸
行
性
相
、
亦
復
如
是
」

(O
一MWo].O
IN
O
)
に
対
す

る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
仏
が
純
陀

の
最
後

の
供
養

を
受
け
た

の
を
聞

い
て
、
大
衆
が
純
陀
を
讃

歎
し
、
純
陀
自
身
も
歓
喜
踊
躍

し
て
自
ら
偶
を
説
き
、
そ

の
中

で
、

「
以
是
故

世
尊

応
長
衆
生

信

為
断
生
死
苦

久
住
於
世
間
」

(①
一
NO
一㎞Nー一ω)
と
仏
に
お
願

い
し
た
こ
と
を
受
け

て
、
仏

が
純
陀

に
答
え
た
も

の
で
あ
る
。
純
陀
は
仏

が
久

し
く
世
間

に
住

し
て
く
れ

る
よ
う

に
頼

ん
だ
が
、
こ
れ

に
対

し
て
、
仏

の

「
応
　
」

は
凡
夫

の
あ
ず
か
り
知
ら
な

い
諸
仏

の
境
界

で
あ
る
こ
と
、

(
18
)

仏
が
入
滅
す

る

の
は
あ
く
ま

で
衆
生
に
応
じ
た
も

の
で
あ
り
、
仏
が
勝
手
気
ま
ま

に
す

る
行
為

で
は
な

い
こ
と
が
明
か
さ
れ

て
い
る
。

ち

な

み

に
、

こ

の
経

文

に
対

し

て
は
、
道

生

も

「
応

感

之
事

、

是
仏

境

界
。

示

同
於
外

、
理

不

可
請

。
内

実
常

存

。
又

何
所
請

耶

」

(ω
㊤ら
ぴ
bO
①lN刈
)
と
述

べ
、
法
揺
も

「応
由
物
感

。
感
息
則
謝
。
量
可
請
耶
」

(G。逡
。N
-ω)
と
述
べ
、

い
ず

れ
も
感
応
思
想
に
言
及
し
て

い
る
。

ミ

「浬
契
す
る

で
あ

ろ
う
」
と
言

っ
て

い
る

の
は
、
衆
生

に
応
じ
た

こ
と

で
あ

る
。
(仏
が
永
遠
に
こ
の
世
に
住
す
る
こ
と
を
)
お
願

い
す
る
こ
と

は

で
き
な

い
の
で
あ
る
。

言
当
浬
藥

、
是
応
物
。
不
可
請
也
。
(ω
逡
o卜⇔Q◎
)

こ

の
注

は
、
純

陀
品

に
お

い
て
仏
が
純
陀

の
た

め
に
説

い
た
偶

の

一
部
、

「
諸
欲
皆
無

常

故
我
不
貧
著

離
欲

善
思
惟

而
証
真
実
法

(
19

)

究

寛
断

有

者

今

日
当

浬
禦

」

(9
ω
巴
一
-一
ω)

に
対

す

る
も

の
で
あ

る

。

こ
こ

で
も

、
浬

葉

に
入

る

こ
と

が
衆

生

に
応

じ
た
も

の
で
あ

る

こ
と

が

述

べ
ら
れ

て

い
る
。

4
.

上

で
仏

が
無

為

で
あ

る

こ
と

を

説

い
た

が

、

こ

の
趣
旨

は
す

ぐ

れ

て

い
る
。
衆

生

に
応

じ

る

こ
と

は
方

便

で
あ

っ
て
、

そ

の
意
義

は
不

十

分

で
あ

る
。

上
説

仏

是

無
為

、
此

旨

為

長

。
応

物

方
便

、

是
義

為

短

。

(ω8
餌
㎝
-O
)

こ

の
注

は
、

純

陀

品

の

「復

次

文

殊

。
讐

如

貧
女

…

…
」

(①
一ωoω
)
に
対

す

る
も

の
で
あ

る

。

「
上
説

仏

是
無

為

」

と

言

っ
て

い
る

が
、

こ

の
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通
り

の
経
文

は
上
に
は
な
く
、
実
際

に
は

「
是
故
文
殊
。
不
応
説
言
如
来
同
於

一
切
諸
行
」

(O
一ω
o一-bO
)
と
あ
る
だ
け

で
あ
り
、
か
え

っ
て
、
下

に

「若
正
見
者
、
応
説
如
来
定

是
無
為
」

(①
一ω
O
一ω
1一偽
)
と
あ
る
。
た
だ
、
「
不
応
説
言
如
来
同
於

一
切
諸
行
」
は
、
如
来

が
無
常
な
る
存
在
と

同

じ
だ
と
説

い
て
は
な
ら
な

い
と

い
う
意
味
な

の
で
、
意
味
と
し

て
は

「仏
是
無
為
」
と
共
通
す

る
。
同
じ
経
文

に
対
す

る
道
生
注

で
、

「
上

云
、
不
応
説
仏
同
於
諸
行
。
斯
則
解
仏
是
無
為
　
」

(ω
8
巴
虚

と
言

っ
て

い
る

の
が
よ

い
参
考

と
な

る
で
あ

ろ
う
。

さ

て
、
僧
亮

の
注

の
意
味
は
、
衆
生

に
応
じ
る
こ
と
、
具
体
的

に
は
衆
生
に
応
じ

て
浬
樂

に
入

る
こ
と
は
方
便

で
あ

っ
て
、
そ

の
意
義

は
短
、

つ
ま
り
不
十
分

で
あ
り
、
そ
れ

に
対

し
て
、
仏
が
無
為

で
あ

る
と
す
る

の
が
長

、

つ
ま
り
十
分
な
発
揮

で
あ
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
こ

の
こ

と
は
、

『浬
葉
経
』

の
少
し
後

に
、
「
仏
讃
純
陀
、
善
哉
善
哉

。
能
知
如
来
、
示
同
衆
生
、
方
便
浬
葉
」

(①
竃
。b。。。
-N
Φ
)
と
あ

る
よ
う

に
、
仏

の
浬

(
20
)

葉
は
衆
生

の
た

め
の
方
便

で
あ

る
と
す

る
経
説

を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
る
。

う
ご

5
.

一
人

だ

け

の
誠

は

(仏
を
)
感

か
す

こ
と

が

で
き

な

い
か
も

し

れ
な

い
の
で
、
大

衆

に
た

よ

っ
て

一
緒

に

(仏
が
永
遠

に
こ
の
世
に
住
す
る
こ

と
を
)
お
願

い
し

よ
う

と

す

る

の

で
あ

る
。

恐

一
人
之

誠

、

不
能

仰
感

、

故

愚

大
衆

令

共
請

。

(Qo
りQ◎げ
悼
、NIN
O◎
)

こ

の
注

は
、

純

陀

品

の

「
爾
時

純

陀

聞

仏
語

己
、

挙
声

喘

実

、
悲

咽

而

言

、
苦

哉

苦
哉

。
世

間

虚
空

。
復

白

大

衆

、
我

等

今
者

、

一
切

当

共

五
体
投

地

、
同
声

勧

仏

莫
般

浬
桀

」

(①
に
&
-c◎
)
に
対

す

る
も

の

で
、
純

陀

が
大

衆

に

一
緒

に
五
体

投

地

し

て
声

を

そ

ろ
え

て
仏

に
浬
葉

に

入

ら

な

い
よ
う

に
お

願

い
す

る

よ
う

呼

び

か

け

た

こ
と

に
対

し

て

の
注

で
あ

る

。

こ

こ

に
は

、

コ

人

」

(純
陀
)

の
誠

が
仏

を

感

か

す

と

い
う

感

応

思

想

の
構

造

が

明
示

さ
れ

て

い
る

(こ
こ
の
注

の
内
容
は
、
感

か
せ
な

い
か
も
し
れ
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
が
)
。

「
仰

感
」

の

「仰

」

は
仏

に
対

す

る
尊

敬

表

現

で
あ

ろ
う

。
仏

と

衆

生

の
上

下

関
係

を

踏

ま
え

た
表

現

で
あ

る
。

「仰

感

」

の
対

語

と

し

て
は

「
傭
応

」

が
想

定

さ

れ

る
が

、

こ

の
用
語

は

、
道

生

『妙

法
蓮

花

経

疏
』

に

「昔

化

之

機
拍

聖

、

聖
則

府

(府
は
傭

に
通
じ
る
)
応

」

(N
N
卜。切
b。ω
-心
』
Oω
9。
り
)
と
出

る
。

6
.

仏

と

純

陀

と

が
永

遠

の
感

応

の
意

義

に

つ
い
て
説

く

こ
と

は
、

上

の
経

文

に
十

分

に
示

さ
れ

て

い
る
。

仏
与

純

陀

説

常
住

感

応
之

義

、
備

於

上

文

。

(ω㊤
りO
一㎝
1一〇)
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こ

の
注

は
、
哀
歎
品

の
冒
頭

の
部
分

に
対
す

る
も

の
の

一
部

で
あ

る
。

「
上
文
」

と
は
純
陀
品

の
内
容
を
指

し
て

い
る
の
で
、
純
陀
品

の
趣

旨

の

一
つ
が
感
応
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と

で
あ

る
と
僧
亮
が
考
え

て
い
た

こ
と

が
わ
か
る
。
思
想
内
容
と
し

て
は
、
仏
と
衆
生

の
感
応
関
係

が

(
21

)

「常
住
」
、
す
な
わ
ち
永
遠
に
持
続
し

て

い
る
と
す

る
点
が
注
目

さ
れ
る
。
こ

の

「
常
住
」

に

つ
い
て
理
解

す
る
た
め
に
、
哀
歎
品
に
対
す
る
僧

亮
注

の
い
く

つ
か
を
参

照
す

る
と
、
ま
ず
、
浬
葉

に
入
る
こ
と
が
仏

の
慈
悲

に
よ
る

こ
と

に

つ
い
て
は
、
「
以
慈

懲
故
、
是
以
現
滅
」

(お
Oげ
bO刈
)

と
述

べ

て
い
る
。
ま
た
、

『浬
桀
経
』

の

「
如
来
法
性
真
実

不
倒
」

(曾
9
ω
-蔭)
に

つ
い
て
、

「真
実
事
者
、
謂
常
理
也
。
常

理
難
解

。
既
非
散

心
怯
弱
所
知
、
故
須
摂
心
也
」

(お
ぎ
一㎝
-HO
)
と
あ
り
、

「常

理
」
と

い
う

用
語

が
見
ら
れ
る
。

こ
の

「常

理
」

は
ま
た

「常
住
之
理
」
と
も
言

い
換
え

ら
れ

て

い
る
。
す

な
わ
ち
、

「入
者

、
常
住

之
理
、
昔
為
無
常
所
覆

、
衆
生

不
見

。
今

得
見
故
、
名

之
為
入
也
」

(お
ざ
一
-N
)
と
あ

る
。

「常

理
」

「
常
住
之
理
」
は
仏

が
常
住

で
あ

る
と

い
う
道
理

の
意
味
と
考
え

て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仏
が
本
当
は
常
住

で
あ
る
が
、
衆
生

の

た

め

に
浬
彙

に
入
る

こ
と

に

つ
い
て
は
、

「
仏
得

常
故
、
名
為
住
也

。
為
物
浬
葉
、
仏

不
滅
也

」

(お
一9
0
)
、

「名

入
浬
樂
者
、
謂
常
法
無
滅

、

為
物
故
滅
也
」

(らO
一〇N①
IN刈
)
と
あ

る
。

こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
仏
は
常
住

で
あ

る
が
、
衆
生

に
対
す

る
慈
悲

に
よ

っ
て
仮

に
浬
藁

に
入

る
こ
と

を
示
す
、
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
仏
が
浬
桑

に
入

っ
て
も
仏

の
常
住
性
は
傷

つ
け
ら
れ
ず
、
仏
が
浬
葉

に
入
る
こ
と
さ
え
衆
生

に
対
す
る
慈
悲

に
よ
る

の
で
あ
れ
ば
、
浬
禦

に
入

る
こ
と
に
お

い
て
も
仏
と
衆
生

の
感
応
関
係

は
厳
然
と
存
在
し

て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
感
応
関
係
も

ま
さ
し
く
常
住
と
言
わ
れ
る
こ
と

に
な

る
の
で
あ
る
。

7
.

「愛
念

が
あ

る
」
と

は
、
(衆
生
の
)
感

は
道
理
と
し

て

(仏
と
)
深

い
次
元

で
合
致

し
て
お
り
、
く

い
ち
が
う

こ
と

の
な

い
よ
う

に
さ
せ

る

の
で
あ

る
。

有
愛
念
者
、
感
理
冥
会
、
令

無
差
也
。

(お
望
bo一
)

こ

の
注

は
、
哀
歎
品

の
新
旧
医

の
讐
え

の
な
か

の

「大
王
。
於
我
実
愛
念
者

、
当
求

一
願
。
王
即
答
言
、
従

此
右
腎
及
余
身
分
、
随
意
所
求

、

一
切
相
与
」

(曾
○◎
9
=
山
ω
)
に
対
す

る
も

の
で
あ
る
。
よ
う

や
く
国
王

(衆
生
を
讐
え
た
も
の
)
が
客

医

(仏
を
讐
え
た
も
の
)
を
愛
念
す
る
よ
う

に

な

っ
た

こ
と
、

つ
ま
り
、
仏

の
化
導

に
従

っ
て
衆
生
が
成
熟
し

て
い
く

こ
と
を
、
衆
生

の

「感
」
と
表
現
し
て

い
る

の
で
あ

る
。
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8
.

(衆
生

の
)
機

が
仏

に
対

し

て
働

き

か

け

る

の
で
、

(経
文
で
は
)

こ

の
よ
う

な

表

現
を

す

る

の

で
あ

る

。

機

来

拍

仏

、
致

辞
如

此

也

。

(お
⑩
o
b。
)

こ

の
注

は

同

じ
く

新

旧
医

の
讐

え

に
お

い
て
、
王

が

ふ
た

た
び

病

に
か

か

っ
て
客

医

に
治

療

を
請
う

箇

処

、

す

な

わ
ち

「其

後

不

久

、
王

復

得

病

。

即
命

是

医

。
我

今

病

困

、

当

云
何

治

」

(①
一〇c
o
Nbの
lN
ω
)
に
対

す

る
も

の
で
あ

る
。

衆
生

の
機

(国
王
)

が
仏

(客
医
)
を

求

め

る

こ
と

を

表

現

し

た
も

の
で
あ

る

。

「抽

」

は
、

た

た

く

の
意

で
、

感

(動
か
す

の
意
)
を

よ
り

能

動
的

、
積

極

的

に
表

現

し
た

も

の

で
あ

り

、

す

で
に
上

で
紹
介

し

た

よ
う

に
、

道
生

の

『妙

法

蓮

花

経

疏
』

に
お

い
て
多

く

使

わ

れ

て

い
る
用

語

で
あ

る

。
ま

た

、

「機

」

に

つ

い
て
は

、

や

は
り

道

(
22

)

生

の

『妙
法
蓮
花
経
疏
』

に
お

い
て
多

く
使
わ
れ

て
い
た
。
僧
亮
も

「機
」
「
機
縁
」

「根
機
」

な
ど

の
用
語
を
使

っ
て

い
る
。

9
.
生
死

の
苦

し
み
が
切
実

で
、
苦

し
み
か
ら
解
脱
す
る
き

っ
か
け
が
ま
た
動
き
出
す
。
悟

る
と
き
が
来
た

の
で
、

(衆
生
の
)
機
が
聖
人

(仏
)

に
対
し

て
働
き
か
け
る
こ
と
が
、
医
者
を
呼
ぶ
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

生
死
苦
切
、
解
縁
還
感
。
悟
時

己
至
、
機
来
拍
聖
。
命

医
之
義
也

。
(盆
鐡
。。も

こ
の
注

は
、
如
来
性
品

の
力
士

の
讐
え

の
な
か

の

「
即
命
良
医
、
欲
自
療
治
」
(①
お
m
一N
)
に
対
す
る
も

の
で
あ
る
。
眉
間

に
金

剛
珠
を
飾

っ

て

い
た
力
士
が
他

の
力
士
と
闘

っ
た
と
き

に
、
金
剛
珠
が
な
く
な
り
、
そ

の
眉
間
に
傷
が

で
き

た

の
で
、
良
医
を
呼

ん
で
治
療

し
よ
う
と

し
た

の
で
あ

る
。
機

と
抽
聖

に

つ
い
て
は
注
文

8
で
す

で
に
述

べ
た
。
こ
こ
で
も
、
金
剛
力
士

に
讐
え
ら
れ
た
衆
生
が
良

医
に
讐
え

ら
れ
た
仏
を
求

め
る
こ
と
を
、
「機
来
拍
聖
」
と

い
う
感
応
思
想

に
よ

っ
て
表
現
し
て

い
る

の
で
あ
る
。

10
.

六
道

に
く
ま
な
く
応
じ
、
(衆
生
の
)
感

に
し
た
が

っ
て
身
を
現
わ
す
。

普
応
六
道

、
随
感
而
現
。

(ま
①
醒
O
)

こ

の
注
は
月
喩
品

の

「復
次
善
男
子
。
讐
如
満
月

一
切
悉
現
、
在
在
処
処

…
…
如
来
常
住
無
有
変
異
」

(濫
ぎ
一
客

ω)
に
対
す

る
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
仏

が
六
道

の
衆
生
を
救
う

た
め
に
、
衆
生

の
感

に
応
じ
る
と

い
う
、
感
応
思
想

の
基
本
が
説
か
れ

て
い
る
。

11
.

法
身
は

(衆
生
と
の
特
定
の
)
関
係
性
を
越
え

て
お
り
、
衆
生

の
感
が
あ
れ
ば
、
応
現
す
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し

て
、
大
慈

の
働
き
に
は
出



入

(仏
が
こ
の
世
に
出
現
す
る
こ
と
と
入
滅
す
る
こ
と
)

の
相
違

が

な

い
こ
と

を

示
す

の
で
あ

る
。

明
法

身

無

縁
、

有

感

斯

応

、

以
顕

大

慈
之

功

、
無

出

入

異

者
也

。

(ト
リ
、NON
一
lN
N
)

こ

の
注

は

、
梵

行

品

に

お

い
て
、

菩

薩

の
慈

が
無

利

益

で

は
な

い
か

と
す

る
迦

葉

菩

薩

の
意

見

に
対

し

て
、
仏

が

さ
ま

ざ

ま

な
実

例

(仏

の

過
去

の
救
済

の
事
実
)
を

示

す

部

分

(O
㊤
りぴ
一、Nー刈O
一
餌
一
N)

に
対

す

る
も

の
で
あ

る

。

こ

こ

で
も

衆

生

の
感

に
対

す

る
仏

の
応

と

い
う

感

応

思
想

の

基
本

的
構

造

が

よ
く

示

さ

れ

て

い
る
。

し
か

も
、

法

身

が
無

縁

(衆
生

の
機
感
以
外

の
い
か
な
る
条
件

・
制
約
も
受
け
な

い
こ
と
)
で
あ

る
と

明

示

さ

れ

て

い
る

の
で
、
仏

の
応

が
衆

生

の
感

に
規

定

さ

れ

て

い
る

(衆
生
自
身
は
自
己

の
感

に
つ
い
て
無
自
覚

で
あ

っ
て
も
)

こ
と

が
よ
く

わ

か

る
。

六

僧
亮
の
感
応
思
想
の
整
理
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(
23
)

以

上

、
僧

亮

注

の
な

か

か
ら

感

応

思
想

に
関

連

す

る
資

料

を
列

挙

し
た

。

最
後

に
、
僧

亮

の
感

応

思
想

の
特
徴

を

い
く

つ
か

の
箇

条

に
整

理

す

る
。

1
.

仏

と
衆

生

の
感

応

の
事

が

ら

は
、

衆

生

の
あ
ず

か
り

知

る

こ
と

の
で
き

な

い
仏

の
境

界

で

あ

る

(注
文

-
、
2
)
。

2
.

ま

た
、

そ

の
感

応

の
関

係

は

永
遠

に
続
く

も

の
と

さ
れ

る

(注
文

6
)
。

3
.

感

応

の
基

本
的

構

造

は
、

衆

生

の
感

が

あ

れ
ば

、

そ

れ

に
対

し

て
仏

が
応

じ

る
と

い
う

こ

と

で
あ

る

(注
文

11
)
。

4
.

し

た

が

っ
て
、
衆

生

が
仏

に
救

済

を
求

め

て
働

き

か

け

る

こ
と

を

「感

」

と

言

っ
て
重

視

す

る

(注
文

5
、

7
)
。
も

ち

ろ
ん

、

こ

の
働

き

か
け

は
衆

生

自

身

に
と

つ
て
は
自

覚

さ

れ

て

い
な

い
。
だ

か

ら

こ

そ
、

1

で
述

べ
た

よ
う

に
仏

の
境

界
と

さ

れ

る

の
で
あ

る
。

5
.

こ

の
衆

生

の
仏

に
対

す

る
働

き

か

け
を

、

「感

」

よ

り
も

よ
り

積

極

的

に
表

現

し

た
言

葉

が

「
拍
」

で
、

「
拍
仏

」

「
拓
聖

」

と

い
う

表

現

が
見

ら

れ

る

(注
文
8
、
9
)
。

6
.

衆

生

の

「感

」

は
、

『浬

葉

経

』

に
お

け

る
讐
喩

(哀
歎
品

の
新
旧
医

の
讐
え
、
如
来
性
品

の
力
士

の
讐
え
)

の
解

釈

に
お

い
て
、

具
体

的

に
は

、
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衆
生

(国
王
や
力
士
)
が
仏

(客
医
11
新
医
、
良
医
)
に
治
療
を
求

め
る
こ
と
を
解
釈
す

る
場
合

に
論
及

さ
れ

て
い
る

(注
文
7
、
8
、
9
)
。
言

い

換
え

れ
ば
、

そ
れ
ら

の
壁
言
喩
を
感
応
思
想

に
よ

っ
て
解
釈

し
て

い
る

の
で
あ

る
。

7
.

仏

の

「応
」

の
内
実

に

つ
い
て
は
、
六
道

の
衆
生

の
救

済

(注
文
10
)
や
、
法
身

の
活
動

(注
文
11
)
の
よ
う
な
広

い

一
般
的
内
容
を
示
す

場
合
も
あ
る
が
、

や
は
り
、
仏

の
浬
葉
を
主

題
と
す

る

『浬
葉
経
』

の
注
釈

で
あ

る
だ
け
に
、
仏
が
浬
藥

に
入
る
こ
と
を
、
仏

の

「応
」

の
具

体
的
内

容
と
し
て

い
る

(注
文
2
、
3
、
4
)
こ
と

が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
が
浬
葉

に
入
る
こ
と
は
、
仏

の
勝
手
気
ま
ま
な
行
為

で
は
な
く
、
衆
生

の

「感
」

に
深
く
規
定
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
こ
と
を
明
か
し

て
い
る
の
で
あ

る
。
そ

の
た
め
、
仏
自
身

の
自
発
的
な
行
為

で

は
な
く
、
衆
生

に
応
じ
た
も

の
と
し
て

「方
便
」

で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て

い
る

(注
文
4
)。
要
す

る
に
仏

の
浬
葉
を
感
応
思
想

に
よ

っ
て
解
釈

し

て

い
る

の
で
あ
る
。

以
上
、
僧
亮

の
感
応
思
想

の
特
徴

に

つ
い
て
整
理
し
た
。
道
生

の
感
応
思
想
と
比
較
し

て
、
特
徴

の
7
の
よ
う
な

『浬
葉
経
』

と

い
う
経
典

の
思
想

に
大
き
く
規
定

さ
れ

て

い
る
特
徴
を
除
け
ば
、
ほ
と

ん
ど
相
違

は
見
ら
れ
な

い
。
先

に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
仏
教

の
救

済
論
と
も
言
う

べ
き
感
応

思
想
は
六
朝

か
ら
階
唐

に
か
け

て
し
だ

い
に
発
展

し
て

い
く

が
、
中
国
仏
教
初
期

の
道
生
や
僧
亮

に
よ
る
感
応
思
想

の
基
本
形
を
明

確

に
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
思
う
。

七

結
び

こ

の
中
国
仏
教
に
お

い
て
発
達

し
た
感
応

思
想
は
、
イ

ン
ド
仏
教

に
お
け
る
仏

の
衆
生
救
済
と

い
う
宗
教
的
問
題
を
め
ぐ

っ
て
発
展

し
た
思

想

で
あ
り
、
中
国
伝
統

の
感
応

思
想
を
利
用
し
な

が
ら
も
、
衆
生

の
機
感
と
仏

の
応
と

い
う
中
国
仏
教
独
自

の
形

に
発
展
さ
せ
た
も

の
で
あ

る
。

梁

代
以
降
は
、
さ
ら

に
衆
生

の
機

の
善
悪

の
問
題
、
あ
る

い
は
、
そ

の
善
悪

の
時
間

の
問
題

(
つ
ま
り
、
過
去
、
現
在
、
未
来
の
い
ず
れ
に
属
す
る

善
悪
が
仏
の
応
を
発
動
さ
せ
る
機
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
)
が
詳
し
く
考
察
さ
れ
て

い
く
。
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最
後

に
、
中
国
仏
教
に
お

い
て
、
「機
」

が
重
視
さ
れ
る
理
由
を
、
上
記

の
考
察
を
踏
ま
え
、
次

の
三
点

に
整
理
し

て
お
き
た

い
。

第

一
に
、
仏
が
衆
生
を
教
化
す

る
実
効

を
あ

げ
る
た
め

に
は
、
衆
生

の
素
質

、
能

力
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
わ

ゆ
る
応
病
与

薬
、

(
24

)

対
機
説
法

の
重
視

で
あ

る
。
た
と
え
ば
、

『南
本
浬
葉

経
』
巻
第

24
に
紹
介

さ
れ
て

い
る
説
話

に
よ
れ
ば
、
舎
利
弗

は
二
人

の
弟
子

(染
織
師
と

練
金
師
)
の
機
根
を
正
し
く
見
き
わ

め
る
こ
と
が

で
き
ず
、
白
骨
観

(不
浄
観
の

一
つ
)
と
数
息
観
を
逆

に
教
え
た
た
め
、

二
人
は
修
行

の
成
果

を
出
せ
ず
、
か
え

っ
て
邪
見
を
生

じ
た
。
そ
こ

で
、
釈
尊

は
舎
利
弗
を
叱
責

し
、

二
人

の
機
根

に
そ
れ
ぞ
れ
適
応

し
た
観
法
を
教
え
た
と

こ
ろ
、

二
人
は
と
も
に
阿
羅
漢
果
を
得

た
と

い
う

。

第

二
に
、
中
国

に
お

い
て
は
、
イ

ン
ド
に
お

い
て
長
期

に
わ
た

っ
て
発

展
し
た
仏

教
経
典
を
す

べ
て
釈
尊

の
直
説
と
受

け
と
め
た
た
め
に
、

経
典

の
思
想
内
容

の
多
様
性
を
説
明
す
る
必
要
が
生
じ
、
衆
生

の
機
根

の
多
様
性

に
解
決
が
求

め
ら
れ
た
。

い
わ
ゆ
る
中
国

の
教
判
思
想
に
お

け

る
機
根

の
重
視

で
あ

る
。
す

で
に
、
道
生

に
お

い
て
、

「所
以
殊
経
異
唱
者
、

理
豊
然
乎
。
宴
由

蒼
生
機
感
不

一
啓
悟
万
端
。
是
以
大
聖
示

有
分
流
之
疏
、
顕
以
参
差
之
教
」

(N
N
bO閑
N
ω
・蒔
u
ω
O
①山
一
].1一〇Q
)
と
述
べ
ら
れ

て
い
た

よ
う

に
、
教
法

の
多
様
性

の
根
拠
と

し
て
、
機

の
多
様
性

が

重
視
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

第
三

に
、
中
国

・
日
本
に
お

い
て
、
末
法
思
想

の
流
行
と
と
も
に
、
自
己

の
機
根

の
劣
悪
性

が
痛
切
に
反
省
さ
れ
た
。
宗
教
的
自
覚
、
内

省

(25

)

と

し
て
の
機
根

の
重
視

で
あ
る
。

注(1
)

…機
に
直
接
対
応
す

る
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
を
捜
す

こ
と
は
難
し
く
、
漢
訳
経
論

に
少
し
見
ら
れ
る
例
も
、
む
し
ろ
中
国
に
お

い
て
成
立
し
た
用
法

の

影
響
を
受
け
た
も

の
で
は
な

い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
類
似

の
意
味
を
持

つ

「根
」
が
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
の

営
簿
臣
気
⇔
の
漢
訳
語
で
あ
る
点
と

相
違
す
る
。
「根
」

の
原
義
は
能
力
と

い
う
意
味

で
あ
る
。
眼
根
は
眼
識
を
生
ず

る
能
力
が
あ
る

の
で
眼
根
と

い
わ
れ
、
ま
た
信
勤
念
定
慧

の
五
種

は
、

悟
り
を
得
る
た
め
に
す
ぐ
れ
た
能
力
が
あ
る
の
で
五
根
と

い
わ
れ
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
義

に
基
づ

い
て
、
教
法
を
受

け
る
衆
生

の
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能
力
と

い
う
意
味
が
生
じ
、
利
根

・
鈍
根
、
あ
る
い
は
上
中
下

の
三
根
を
区
別
す

る
思
想
も
生
ま
れ
た
。
機
と
根

は
、
「機
根
」
「根
機
」
な
ど

の
熟
語

を
作
り
、
さ
ら
に
衆
生

の
宗
教
的
条
件
を
意
味
す
る

「縁
」
と
結
合
し
て
、
「機
縁
」

「根
縁
」
な
ど
の
熟
語
を
作

っ
た
。
水
谷
幸
正

「機
根
名
義
孜
」

(『仏
教
文
化
研
究
』
八
、

一
九
五
九
年
三
月
)
を
参
照
。

(2
)

支
遁

(ご
二

四
i
三
六
六
)
に
は

「機
動
則
神
朗
」

(
『大
小
品
対
比
要
抄
序
』
、
日
8

』
に
伊
q
伊
α
O曽
α)
、
「象
岡
不
存
、
誰
与
悟
機
」

(『釈
迦
文
仏

像
讃
並
序
』、
日
⇔
9
曽
Oρ
α
P
一〇
①乞
刈
山
。。
)
、
「悟
動
山豆
形
影
。
形
影
応
機
情
」

(『維
摩
詰
讃
』
、
同
前
、
一㊤討
b。
G。-b。恥
)
な
ど
と
あ
る
。

こ
れ
ら

の
用
例

は
、
本
稿

で
考
察
す
る
衆
生

の
宗
教
的
あ
り
方
と
し
て
の

「機
」

の
意
味

に
受
け
取
る
こ
と
が
可
能
で
は
な

い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
僧
肇

(三
八
四
?

1
四

一
四
)
に
は

「冥
機
潜
応
」

(『注
維
摩
詰
経
』
巻
第

二
、
日
ロ
ρ

ミ
誤
"
ω
鉾

ω置
掌。
一〇
)
、
「順
機
而
作
」

(同
前
、
ω
暉
9
①
)
、
「玄
機
必
察
」

(同
巻

第
四
、
ω①
N
g
O
)
、
「黙
領
懸
機
」

(同
巻
第
六
、
ω。。
一ぴ
置
)
、
「聖
心
虚
微
、
妙
絶
常
境
、
感
無
不
応
、
会
無
不
通
。
冥
機
潜
運
、
其
用
不
勤
、
群
数
之

応
、
亦
何
為
而
息
耶
」

(『肇
論
』
答
劉
遺
民
書
、
日
⇒
ρ

HOQ㎝
◎。
導
島
・
Hq密

H①山
。。)
な
ど
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
用
例
は
衆
生

の
宗
教
的
あ
り
方
と
し
て

の

「機
」
の
意
味
で
は
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
鳩
摩
羅
什
に
は

「機
神
微
動
、
則
心
有
所
属
」

(『注
維
摩
詰
経
』
巻
第
五
、
日
昌
。
」
ミ
9
ω
鉾
。。
ミ
。刈
)

と
あ
り
、
河
西
道
朗

(生
没
年
未
詳
)

に
は

「見
機
而
赴
、
則
応
万
形
而
為
像
、
即
群
情
而
設
教
」

(『大
浬
彙
経
序
』
、
日
昌
ρ

b。
置
伊

㎝9

㎝⑩
菖
O山
一
)

と
あ
り
、

い
ず
れ
も
衆
生

の
宗
教
的
あ
り
方
と
し
て
の

「機
」

の
意
味

に
受
け
取
る
こ
と
が
可
能

で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

(3
)

『法
華
玄
義
』
巻
第
六
上

(日
昌
9

ミ
一ρ

ωρ

謹
①。尚
お
餌
)
、

『大
乗
玄
論
』
巻
第
五

(日
ぎ

.
一
。。α
。。
u
㌫
'
①O
鋤
宇
禽
曽
一)
、

『大
乗
四
論
玄
義
記
』
巻
第

六

(N
N
一
。一'刈心
]
4
ωO
価
-蔭
ω
山
)
を
参
照
。

(4
)

道
生

の
感
応
思
想
に

つ
い
て
の
先
行
研
究

に
は
、
森
江
俊
孝

「竺
道
生

の
感
応
思
想
」

(『印
度
学
仏
教
学
研
究
』

二

一
ー

一
、

一
九
七
二
年

一
二
月
)

が
あ
る
。

(5
)

布
施
浩
岳

『浬
葉
宗

の
研
究
』
後
篇

(
一
九
四
二
年
初
版
。

一
九
七
三
年
復
刻
、
国
書
刊
行
会
)

二
三
ニ
ー

二
四

一
頁
に
、
僧
亮

に

つ
い
て
の
考
証

が
あ
る
。
布
施
氏
に
よ
れ
ば
、

「高
僧
伝
』
巻
第
七
に

「道
亮
」

(布
施
氏
は
、
道

は
僧

の
誤
記
と
推
定
し

て
い
る
)
と
し

て
立
伝
さ
れ
る
人
物
を
指
す

と
推
定
し
て
い
る
。
道
亮
は
、
「宋
太
始
中
卒
。
春
秋
六
十
有
九
」

(日
昌
o
』
O
αP

㎝
ρ
ω
認
げ
鼠
-一α
)
と
あ
る
よ
う
に
、
四
六
五
ー

四
七

一
の
間
に
、
六

十
九
歳

で
亡
く
な

っ
た
と
さ
れ
る
。
僧
亮

の

『浬
契
経
』

の
注
を
含
む

『大
般
浬
葉
経
集
解
』
七
十

一
巻
は
、
梁
代

に
、
十
九
名

の

『浬
葉
経
』

の
注

を
編
集
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
僧
亮

の
注
は
常
に
道
生

の
注

の
直
後
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
僧
亮
は
道
生

の
次

に
時
代
的
に
古

い
人
物
で
あ
る
と

推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
十
九
名

の
注
釈
者
の
な
か
で
、
僧
亮

の
注
が
最
も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
『大
般
浬
樂
経
集
解
』
は

『南
本
浬
樂
経
』
を
二

千
八
百
六
十
四
の
経
文
に
分
節
し
て
い
る
が
、
僧
亮

の
注
は
二
千
百
三
十
箇
所
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
第

二
位
は
僧
宗

(四
三
八
-

四
九
六
)

の
千
百

四
十
五
箇
所

で
あ
る
か
ら
、
僧
亮

の
多
さ
が
よ
く
わ
か
る
。
拙
稿

「
『大
般
浬
葉
経
集
解
』

の
基
礎
的
研
究
」

(
『東
洋
文
化
』
六
六
、

一
九
七
六
年

一

璽

二
月
)
を
参
照
。
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(6
)

こ
れ
と
類
似

の
思
想

に
、

『周
易
』
繋
辞
伝
上
、
「易
無
思
也
。
無
為
也
。
寂
然
不
動
、
感
而
遂
通
天
下
之
故
」
が
あ
る
。
聖
人

の
代
わ
り
に
、
易

(変
化
の
原
理
)
が
主
題
と
な

っ
て
い
る
点
が
相
違
す
る
。

(7
)

盧
山
慧
遠

『明
報
応
論
』
、
「本
以
情
感
、
而
応
自
来
。
山豆
有
幽
司
由
御
失
其
道
也
。
然
則
罪
福
之
応
唯
其
所
感
。
感
之
而
然
、
故
謂
之
自
然
」

(日

ロ
o
.
曽
O
N

巳
.
ω
ω。
曽
山
ω)
を
参

照
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
池
田
魯
参

「
天
台
感
応
思
想

の
成
立
意
義
」

(『駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』

二
九
、

一
九
七

一
年
三
月
)、
三
浦
国
雄

「慧
遠
に
お
け
る
中
国
的
思
惟
」

(福
永
光
司
編

『中
国
中
世
の
宗
教
と
文
化
』
所
収
、

一
九
八
二
年
三
月
、
京
都
大

学
人
文
科
学
研
究
所
)
を
参
照
。

(8
)

第

一
一
の
形
態

で
あ

る
聖
人
と
凡
夫
の
感
応
思
想
に
関
連
し
て
、
僧
肇

『肇
論
』
浬
禦
無
名
論
に
は
、
「然
則
聖
人
之
在
天
下
也
、
寂
莫
虚
無
、
無
執

無
競
、
導
而
弗
先
、
感
而
後
応
、
讐
猶
幽
谷
之
響
明
鏡
之
像
」

(日
昌
ρ
一。。
α。。迅
9
5
。。げ
b。
。。幽
α)
と
あ
る
。

(9
)

後

の
解
釈

で
あ
る
が
、

『大
乗
玄
論
』
巻
第
五
に
は
、
「言
感
者
、
牽
召
義
。
応
者
、
赴
接
義
」

(日
⇔
9
一。。
窃ω
添
9
0
00
。。)
と
あ
る
。

(10
)

『論
語
』
子
牢
、
「我
叩
其
両
端
而
蜴
焉
」

の

「叩
」
に
対
す
る

『経
典
釈
文
』
に
、
「音
口
。
発
動
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
「叩
」
は

「拍
」

に
通

じ
る
。

(11
)

同
様

の
思
想
は
、

『注
維
摩
詰
経
』
巻
第
二
に
、
よ
り
明
瞭

に
説
か
れ
て
い
る
。
「衆
生
若
無
感
、
則
不
現
　
。
非
仏
不
欲
接
、
衆
生
不
致
、
故
自
絶

耳
。
若
不
致
而
為

現
者
、
未
之
有
也
。
讐
日
之
麗
天
而
影
在
衆
器
。
万
影
万
形
皆
是
器
之
所
取
。
山豆
日
為
乎
。
器
若
無
水
、
則
不
現
　
。
非
不
欲
現
、

器
不
致
、
故
自
絶
耳
」

(日
　
。
」
ミ
伊
G。
鉾
ω
ら
ω昌
N
幽
刈
)
を
参
照
。

(12
)

僧
亮

に
つ
い
て
は
、
本
稿

の
後
節
で
改
め
て
考
察
す
る
。

(13
)

「
一
切
衆
生
莫
不
是
仏
、
亦
皆
泥

疸
」

(見
宝
塔
品
注
、
ら
O。。乞
O
山
刈)
を
参
照
。
ま
た
、
道
生
が

一
關
提
成
仏
を
主
張
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
建
康
か

ら
按
斥

さ
れ
た
事
件
に

つ
い
て
は
、

『出
三
蔵
記
集
』
巻
第
十
五
の
道
生
法
師
伝

(日

昌
9

卜。
竃
押

α
α
.
一一
一9。
刈
出

)
を
参
照
。
拙
稿

「
『大
般
浬
禦
経
集

解
』

に
お
け

る
道

生
注

」

(
『
日
本
仏

教
文
化

研
究

論
集
』

三
、

一
九

八
五
年

三
月
)

を
参

照
。
ま

た
、
道

生

の

一
閲
提
成

仏
説

に

つ
い
て
は
、
古

田
和

弘

「
中

国
仏

教

に
お

け

る

一
閲
提

思
想

の
受

容
」

(
『大
谷

学
報

』

五

ニ
ー

一
、

一
九
七

二
年

七
月
)
、

小
林

正
美

「
竺
道

生

の
大
乗

小
乗
観

と

一
閲

提

成

仏
義

」

(
『
フ
ィ

ロ
ソ
フ
ィ

ア
』

六
十
七

、

一
九

七
九
年
十

二
月
)

を
参

照
。

(
14
)

『大
般

浬
彙

経
集
解

』

の
道
生

の
感
応

思
想

の
用

例

に
は
、

「
応
感
之

事
是

仏
境
界
」

(円

ぎ

」

刈
O
ρ

ω
S

ω
逡
ぴ
N
①
)
、

「
以
百
姓

寿
為
寿
。
感

必
出
　

。

出

必
無
窮

、
若
肢

池
也

」

(同
前

、
自
ぎ

b。
躯
-謡

)
、

「
至

於
応
感

、
量
暫

療
耶

」

(同
前

、
心
b。
O
呂

-一
〇
)
、

「
応
感

無
端
」

(同
前

、
紹

8

b。
N
-b。
G。
)
な

ど
が
あ

る
。

(
15
)

『注
維

摩
詰

経
』

の
道

生

の
感
応

思
想

の
用
例

に
は
、

「
応
機

而
作
」

(目

昌
9

一
ミ
押

G。
。。
.
G。
ω
ぎ

嵩
山
。。
)
、

「
東
感
則

東
、

西
感
則

西
。
量
在
方

哉
。

然

是

仏
之

応
、
復

不

得
言
方

非

仏
也

。
故
言

不
在

不
離
也
」

(同
前

、
自

一
乞

O
山
H
)
、

「
既
度

既
誠
、
便

応
有
感

為
来

、
感

尽
則
去

也
」

(同
前

、
自

一
び
N
孚
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b。刈
)
な
ど
が
あ
る
。

(16
)

道
生

の
散
逸
し
た
著
作
に

『応
有
縁
論
』
が
あ
る

(目
昌
9

NO
α
P
㎝
ρ
ω
①曾
ら
を
参
照
)
。
書
名
か
ら
推
定
す
る
と
、
仏

の
応
化
に
は
衆
生

の
機
が
仏

を
感
じ
る
と

い
う
縁

(
11
条
件
)
が
必
須

で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
も

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
以
上
触
れ
な

い
こ
と
と
す
る
。

(17
)

梁
代
以
降

の
感
応
思
想
に

つ
い
て
の
参
考
論
文
と
し
て
、
と
く
に
福
島
光
哉

「智

顕
の
感
応
論
と
そ
の
思
想
的
背
景
」

(『大
谷
学
報
』

四
九
-

四
、

一
九
七
〇
年
三
月
)
を
挙
げ

る
。
観
音
信
仰
と
感
応
思
想
と

の
関
係
や
、
成
論
師
、
三
論
師
、
智
頭
の
感
応
思
想
が
よ
く
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
筆
者

の
本
稿
は
、
梁
代
以
前

の
感
応
思
想
、
す
な
わ
ち
仏
教
の
感
応
思
想
が
生
じ
た
初
期

の
段
階

の
研
究
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他

の
論
文
と
し
て
、

福
島
光
哉

「天
台

に
お
け
る
感
応

の
論
理
」

(『印
度
学
仏
教
学
研
究
』

一
八
-

二
、

一
九
七
〇
年
三
月
)
、
森
江
俊
孝

「
梁
三
大
法
師

の
感
応
思
想
」

(
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』

二
ニ
ー

一
、

一
九
七
三
年

一
二
月
)
、
諏
訪
隆
茂

「慧
均

『大
乗
四
論
玄
義
』
に
見
え
る
感
応
思
想
」

(
『印
度
哲
学
仏
教
学
』

十
九
、
二
〇
〇
四
年
十
月
)
な
ど
を
参
照
。

(18
)

僧
亮

の
注

に
は

「
応
物
之
　
」
と

い
う
表
現
も
あ
る
。
「
王
宮
之
生
、
双
樹
之
滅
。
謂
以
出
動
為
生
、
入
寂
為
滅
。
応
物
之
　
也
」

(α
O
ω
巴
㊤
歯
O
)

を
参
照
。
仏

の
行
為
が
衆
生

の
状
況
に
対
応

し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
、
言

い
換
え
れ
ば
、
衆
生

の
状
況
に
規
定

さ
れ
た
も

の
で
あ

る
こ
と

の
強
調
は
、

感
応
思
想

の
構
造
か
ら
必
然
的
に
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
道
生

の

『妙
法
蓮
花
経
疏
』

で
は
、
仏
の
行
為

(三
乗
を
説
く
こ
と
、
浬
葉

に
入
る
こ
と
な
ど
)
が
衆
生

の
状
況
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
仏

の
本
来
性

で
は
な

い
こ
と
が
し
ば
し
ば
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
「夫
動
静

唯
物
。
聖
堂
然
乎
」

(N
N
bOHWbOω
●膳
植
らQO
Ooげ
腿
)
、
「存
亡
為
物
」

(。。
り。。臼
。。)
、
「所
以
三
請
者
、
非
聖
欲
然
。
機
須
爾
耳
」

(蔭
OO
印
ω-ら
)
、
「
四
明
所
以
説
三

乗
者
、
非
聖
欲
爾
。
出
不
獲
已
」

(蔭
OO
巴
㎝
山
①
)
、
「第
四
段
明
聖
人
非
自
欲
設
三
教
。
但
衆
生
稼
濁
、
難
以

一
悟
。
故
為
説
三
乗
、
出
不
獲
巳
。
量
欲

爾
乎
」

(き
O
&
雨
)
、
「如
来
道

一
、
物
乖
謂
三
。
三
出
物
情
、
理
則
常

一
。
…
…
万
殊
在
干
薬
木
。
量
雲
雨
然
乎
」

(お
鑑
や
α
)
、
「所
以
国
有
優
劣
寿

有
修
短
者
、
聖
量
然
耶
。
機
須
見
之
、
故
示
其
参
差
」

(お
Oぴ
昏
-朝
)
、
「存
亡
之
異
、
出
自
群
品
。
豊
聖
然
耶
」

(お
。。
山
甲
N
)
、
「然
無
不
形
而
不
寿
者
、

出
自
群
惑
。
聖
円豆
然
乎
」

(らO
㊤
。窃
)
、
「若
悟
伽
耶
之
不
真
、
亦
解
長
寿
之
非
実
。
故
知
修
短
在
物
、
聖
常
無
為
　
」

(お
O
山
甲
刈)
、
「若
有
時
不
有
処
不

在
者
、
於
物
然
耳
。
聖
不
爾
也
」

(戯
O
㊤
已
O
山
一)
、
「荷
内
無
道
機
、
聖
則
不
応
　
」

(自
b。げ
b。)
な
ど
を
参
照
。

(19
)

実
は

『大
般
浬
桑
経
集
解
』

で
は
、
こ
の
注
文
が
配
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
文

で
引
用
し
た
経
文

の
次
下

の
経
文
に
対
し

て
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

厳
密

に
は

『集
解
』

の
編
集
上
の
誤
り
で
あ
る
。

(20
)

こ
の
思
想
は
、

『法
華
経
』
如
来
寿
量
品

の

「為
度
衆
生
故

方
便
現
浬
葉

而
実
不
滅
度

常
住
此
説
法
」

(弓
ぎ

』
O
N

㊤
●
お
菖
O
山
刈
)
と
共
通

の

も

の
で
あ
る
。

(21
)

道
生

の
注
に
も
類
似

の
思
想
が
見
ら
れ
る
。
「至
於
応
感
、
量
暫
廃
療
耶
」

(目
昌
9
H蕊
G。
"
ωメ
合
O
亀
山
O
)
を
参
照
。

(22
)

僧
亮
に
お
け
る
用
例
は
以
下

の
通
り
。
「是
可
説
之
機
、
即
為
喚
子
之
義
也
」

(日
昌
P

一
刈①
ω
"
ω
N

畠
9
9b。命
叙
)
、
「発
悟
不
同
、
機
縁
不

一
。
今
宜
須



綬
。
告
為
衆
人
之
道
故
、
歴
挙
法
門

(聖
語
蔵
本

に
よ

っ
て
問
を
門
に
改

め
る
)
以
為
」

(鰹
b。馬
α
幽
刈
。
こ
の
僧
亮

の
注
は
、
同

一
の

『浬
樂
経
』

の

経
文
に
対
し
て
、
僧
亮
が
二
度
出
る
箇
所
な

の
で
、

二
度
目
に
出
る
こ
の
注
は
、
僧
亮

の
も

の
で
は
な

い
可
能
性
も
あ
る
)
、
「根
機
不
同
。
倶
是
執
著
。

而
僑
陳
如
聞
無
常
以
受
道
。
六
師
因
我
楽
以
反
真
也
」

(㎝
ON
魯
-①)
、
「如
似
如
来
説
不
応
機
、
故
発
問
也
」

(零
蜜
b。
一)
を
参
照
。

(23
)

僧
亮

の
注
と
し
て

「感
応
之
道
」

(日
目
o
」
♂
ρ
ω
メ
q
認
ぴ
ト。
q)
と
あ
る
が
、
そ
の
箇
所

で
は
、
同
じ
経
文
に
対
し
て
僧
亮

の
注
が
二
つ
列
挙
さ
れ
て

い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
後
者

(「感
応
之
道
」
と
あ

る
方

の
注
)
は
宝
亮

の
注

で
あ
る
可
能
性
が
大
き

い
と
思
わ
れ
る
。

(24
)

日
口
9
巽
ρ
一ト。㍉
象
掌D
N
甲
葛

を
参
照
。

(25
)

こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
横
超
慧

日

『中
国
仏
教

の
研
究
』
第

二
巻

(法
蔵
館
、

一
九
五
八
年
)
所
収

「仏
教
に
お
け
る
宗
教
的
自
覚
」
を
参
照
。

中国仏教初期の機 と感応思想 について

[付
記
]
本
稿
は
、
中
国
人
民
大
学
仏
教
与
宗
教
学
理
論
研
究
所
主
催

の
第
二
回

「
中
日
仏
学
会
議
」

(二
〇
〇
六
年
十

一
月

一
日
～
二
日
)

で
の
発
表

の
た

め
に
準
備
し
た
日
本
語
原
稿
で
あ
る
。
中
国
語
訳
は
、
近

い
う
ち
に
中
国
で
刊
行
さ
れ
る
予
定

で
あ
る
。
拙
稿

「竺
道
生
に
お
け
る
機
と
感
応

に
つ
い

て
」

(『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
三
ニ
ー

一
、

一
九
八
三
年

一
二
月
、
二
六

一
-

二
六
四
頁
。
後

に
、
加
筆
補
正
し
て
、
拙
著

『中
国
法
華
思
想
史

の
研

究
』

[春
秋
社
、

一
九
九
四
年
]
七
九
-

八
六
頁
に
収
録
)
と
、
「
『大
般
浬
葉
経
集
解
』
に
お
け
る
僧
亮

の
感
応
思
想
」

(『東
方
』
三
、

一
九
八
七
年

一
二
月
、

一
六
六
-

一
七
四
頁
)
と
を
合
わ
せ
、
加
筆
補
正
し
て
、

一
つ
の
論
文
に
整
理
し
た
も

の
で
あ
る
。

51


